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２０２６年度子育てに関する電子アンケートの実施及び電子ギフト付与 

業務委託仕様書 

 

１ 業務名 

 ２０２６年度子育てに関する電子アンケートの実施及び電子ギフト付与業務委託 

 

２ 業務の目的 

 福山市に住民票を有する初めて子を迎える家庭に対して行う支援事業の評価及び妊産婦の

夫（パートナーを含む。）の子育てに対する感じ方や精神状態の把握のためにアンケートを

行うもの。 

 アンケートの回答率を高めるため、指定のアンケートに全て回答した特典（電子ギフト）

を付与する。 

 

３ 業務履行場所・期間 

 業務履行場所：ネウボラセンター（天満屋福山店７階）及び福山市が指定する場所 

 業務履行期間：契約締結の日から２０２７年（令和９年）３月３１日まで 

 

４ 業務内容 

（1）電子アンケートの構築 

 ア 期限日 

 ２０２６年（令和８年）８月７日（金） 

  

 イ 対象者 

 福山市に住民票を有する初めて子を迎える妊産婦及びその夫（パートナーを含む。） 

 

 ウ 回数・時期 

（回数） 

対象者の属性に応じ、２回又は３回 

属性 
対象人数 

 

回数 

福山市による定期的な

支援を希望する者 

妊産婦 １００人 ２回 

（１、３回目） 

その夫 

（パートナーを含む。） 

１００人 ３回 

（１～３回目） 

福山市による定期的な

支援を希望しない者 

妊産婦 １００人 ２回 

（１、３回目） その夫 

（パートナーを含む。） 

１００人 

合計 ４００人  
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（アンケート時期） 

  １回目 ： 妊娠２０週ごろ 

  ２回目 ： 出産後３か月ごろ 

  ３回目 ： 出産後６か月ごろ 

 

エ 設問数 

 回数 対象者 設問数 

１回目 福山市による定期的な支援を希望する群 
最大１３問 

福山市による定期的な支援を希望しない群 

２回目 福山市による定期的な支援を希望する群の

うち妊産婦の夫（パートナーを含む。） 
１３問 

３回目 福山市による定期的な支援を希望する群 
最大１８問 

福山市による定期的な支援を希望しない群 

 ※設問数は、選択肢及びその回答理由を記載する自由記述欄を一体の設問として 

取り扱うものとし、これらを合わせて１設問とする。 

 

オ 調査設計 

・パソコン、スマートフォン及びタブレット端末等から回答できるように設計し、ユニ

バーサルデザインに配慮すること。 

・アンケート内容は、発注者が提示する設問及び回答とし、回答方法については選択肢

形式又は自由記述形式とする。また、事前に同意欄を設けること。 

・特定の選択肢を選択した場合は、自動的に指示した質問へ遷移すること。 

・任意回答の質問を除き、無回答が生じない構成とすること（自由記述形式を含む。）。 

・アンケート実施期間中に対象者の属性に変更が生じた場合は、変更日以降に実施する

アンケートについて、変更後の区分に応じたアンケートを送付するものとする。 

なお、変更前に回答したアンケートについては、回答時点の区分に基づく回答として

取り扱うものとする。 

 

  カ システム要件 

・発注者が使用するアプリケーションは、発注者が専用のＩＤ及びパスワード等を利用

し、発注者が業務で使用する端末で使用できること。 

・アンケート開始時及び運用開始後の改修時等において、本番環境に影響を与えること

なく、テストを行うための検証環境を用意すること。 

・データセンター所在地は、日本国内であること。また、一切の紛争は日本国内の裁判

所が管轄するとともに、契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は日本国内

法とすること。 

 

（2）電子アンケートの運用保守 

・本システムの稼働に必要となるシステムリソース全てについて常に監視を行い、障害

発生や機能低下などいち早く感知し、迅速に対応すること。 

・障害が発生した場合の連絡体制や対応フロー等をあらかじめ定めること。 
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・障害が発生した場合、速やかに復旧見込みを発注者に報告すること。その後、迅速に

復旧作業を行い、障害の検知から２４時間以内に復旧するよう努めること。 

・バックアップを取得し、障害発生時に確実かつ速やかにデータの復旧を行えるよう準

備すること。なお、バックアップ保持期間は、履行期間内とし、契約終了後は適切に

破棄すること。ただし、本業務の履行期間終了後、本業務の後継の業務委託契約を締

結した場合は、後継の業務委託契約の定めに従うものとする。 

 

（3）電子アンケートの送付 

・発注者が提供する対象者のメールアドレスに、属性に応じたアンケートを送付し、又

は送付できる環境を提供すること。 

・発注者からメールアドレスを提供する場合には、安全性が確保された授受手段を提供

すること。 

・対象者へのメール不達等が発生した場合には、速やかに発注者に報告すること。対象

者への対応は発注者が実施する。 

・対象者へのアンケートの送付は、原則月１回とする。 

・回答データについては、個人を直接識別できないＩＤ等により管理し、継続回答及び

電子ギフト付与のため同一回答者を識別可能な仕組みとすること。 

 

（4）電子アンケート回答者に対する電子ギフトの付与 

・発注者が指定した電子アンケートを全ての回においてもれなく回答した者に対し、券

面記載の支払可能金額が１，０００円分の電子ギフトを付与すること。（２０２６年

度（令和８年度）は１８件を見込む。）なお、付与方法については、(2)と同様にメー

ルアドレスへの送付により行うこと。 

・対象者へのメール不達等が発生した場合には、速やかに発注者に報告すること。対象

者への対応は発注者が実施する。 

・電子ギフトは、子育て世帯が使用しやすく、利便性が高いものを５種類以上用意し、

対象者が選択できるようにすること。 

・電子ギフトの不正な受取を防ぐための措置を講ずること。 

    

（5）実績報告 

・電子アンケートの回答結果及び電子ギフトの付与状況は、原則月１回報告するものと

し、いずれもＣＳＶ形式で納品すること。ただし、初回納品時にデータレイアウトを

併せて納品すること。 

・定時の報告以外においても発注者の要請に応じて報告すること。 

・業務完了時には、電子アンケート及び電子ギフトにおける属性毎の回答率や回答内容

の傾向等、事業の評価ができるようとりまとめたうえで報告すること。 

 

５ ネットワーク要件 

 使用するネットワークは、次の（1）から（4）までのいずれかに該当すること。 

（1）専用線 

（2）閉域網にＭＰＬＳ技術やＶＬＡＮ技術等を利用して構築される仮想専用回線 

（3）次の対策を施した公衆回線（加入者回線／ＩＳＤＮ） 



4 
 

ア 許可した特定拠点（ＩＰアドレス）以外との通信（送受信）を防止する技術的対策  

イ 必要に応じた通信データの暗号化 

（4）次のいずれかの対策を施したインターネット回線 

ア ＶＰＮ方式（ＩＰＳｅc等）によって仮想的な専用回線がなされている等、許可し

た特定拠点（ＩＰアドレス）以外との通信（送受信）を防止するための技術的対策 

イ 通信データの暗号化 

 

６ セキュリティ要件 

 情報セキュリティ対策は、次の（1）から（10）までのいずれも満たしていること。 

（1）システム操作履歴について、ログの取得を行い、利用者、日時が照会できること。 

（2）受注者は、プライバシーマーク（ＪＩＳ Ｑ １５００１）、ＩＳＭＳ適合性認証（Ｉ

ＳＯ／ＩＥＣ ２７００１）、ＩＳＭＳクラウドセキュリティ認証（ＩＳＯ／ＩＥＣ ２７

０１７）などの情報セキュリティの運用に関する第三者機関の認証を取得しているこ

と。 

（3）送受信した内容が漏えいすることのないよう、暗号化等必要な措置を講じているこ

と。 

（4）必要に応じて発注者と情報等の授受に関する契約又は覚書を交わす等の措置を講じる

こと。 

（5）発注者が保有する個人情報及び情報資産等を、発注者が指定した利用目的以外の目的

で利用しないこと並びに発注者が意図しない変更が加えられないことを保証する管理体

制を、一貫した品質保証体制の下で確保すること。 

（6）データの保護については、次の条件を満たしていること。 

ア 保存されるデータは暗号化されていること。 

イ データのバックアップが行われ、復元が可能なこと。 

（7）クラウドサービスの利用規約に個人情報保護に関する記載があること。 

（8）個人情報の漏洩があった場合の責任の所在を明確にすること。 

（9）受注者は、履行期間終了後、本業務に係るデータを速やかに削除すること。ただし、

本業務の履行期間終了後、本業務の後継の業務委託契約を締結した場合は、後継の業務

委託契約の履行に必要な範囲で継続してデータを保有することができるものとし、その

削除については後継の業務委託契約の定めに従うものとする。 

（10）個人情報保護法への対応を含め、業務の遂行に当たって入手した資料、データ、記録

媒体等について、常に適正な管理を行うとともに、特に個人情報等の重要な情報につい

ては、暗号化やパスワードの設定、個人情報の匿名化及びアクセス制限等、厳重に管理

すること。 

 

７ 成果物 

 （1）業務委託完了通知書 

・電子アンケートの構築（電子アンケート構築時） 

・電子アンケートの運用保守（履行期間終了時） 

・電子アンケート回答結果及び電子ギフト付与状況（履行期間終了時又は毎月） 

 （2）実績報告書（任意様式）（履行期間終了時） 

 （3）電子アンケート回答結果及び電子ギフト付与状況（ＣＳＶ形式）（毎月） 
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 （4）電子ギフト交換実績（任意様式）（毎月） 

 なお、いずれの成果物についても、著作権及び所有権は発注者に帰属するものとする。 

 

８ 検査・支払方法等 

（1）発注者は、受注者が７－（1）に掲げる業務委託完了通知を提出したときは、それぞれ

検査を行う。 

（2）受注者は、（1）の検査に合格したときは、それぞれの業務について業務委託料の支払

を請求することができる。ただし、電子アンケート回答結果及び電子ギフト付与状況に

ついては、電子ギフトの付与実績による。 

（3）発注者は、（2）の請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に業務委託料

を支払わなければならない。 

（4）（2）のため、受注者は業務委託料の内訳を事前に発注者に提出すること。 

 

９ 執行体制 

（1）受注者は、本業務に必要な人員を配置し、責任者及び副責任者を明らかにすること。 

（2）４に掲げる業務内容を遂行するにあたり十分な人員を配置すること。 

 

１０ 再委託 

 本業務の全部または一部を第三者に委託し、又は請負わせることはできない。 

 ただし、主要な部分を除き、予め書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではな

い。 

 

１１ 機密の保持 

 受注者は、本業務（再委託した場合を含む。）を通じて知り得た情報を機密情報として扱

い、契約の目的外に利用又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た

情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければな

らない。なお、個人情報の保護の取扱いについては、本業務履行期間後も同様とする。 

 

１２ その他 

（1）受注者は、事業者の責任者及び担当者一覧を作成すること。 

（2）受注者は、本仕様書に定めのない事項であっても、発注者が必要と認め指示する事項

については、委託料の範囲内で実施するものとする。 

（3）業務の実施に必要な経費や著作権料は契約金額に含まれるものとし、発注者は契約金

額以外の費用は負担しない。 

（4）業務委託料のうち、電子ギフト付与に係る部分は付与実績により変動することに留意

すること。履行期間終了時に精算を行うため、電子ギフト付与件数が見込件数未満の場

合又はこれを超過する場合は業務委託料の変更協議に応じること。なお、電子ギフトは

消費税法上の「物品切手等」に該当するため、消費税及び地方消費税が非課税となるこ

とに留意すること。 

（5）業務は、原則として土・日・祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分の間で行

うこととする。ただし、受注者及び発注者の協議により、これ以外とすることができ

る。 
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（6）受注者は、業務に従事していない時間には、本業務のために常駐や待機する必要はな

いが、電子メール等で速やかに連絡ができるようにすること。 

（7）受注者は、本業務の実施にあたって、不明な点や改善の必要性がある場合又は執行上

の疑義が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 


